
《児童支援専任より ☆自分専用のスマートフォンを持ち出す年代の子供を持つ保護者の悩みに 編☆》 

 

これまで内閣府で担当していた事業に、「青少年有害環境対策（インターネット利

用環境整備・非行対策・健全育成）」というものがありました。しかし、今年の４月

から「こども家庭庁」が発足したため、この事業が、そのままこども家庭庁に移管

されることになったそうです。新たな組織でも、重要案件だということでしょう。 

 

ホームページを読むと、以下のような記載がありました。 

 

『インターネットがもたらす恩恵は多い反面、「ネット依存」「ネットいじめ」「誘い

出し・なりすまし」「ネット詐欺」等のトラブルも多発しています。近年、子どもた

ちが容易にスマートフォンやインターネットに触れる環境が整っていることから、

子どもたちはもとより、「保護者・教職員をはじめ、子どもたちを保護・教育・指導

する立場にある全ての方々」に対してもインターネットの安心・安全利用に関する

啓発が必要になっています。』（内閣府 HPより抜粋） 

 

 そこで、自分専用のスマートフォンを持ち出す年代の子供を持つ保護者の悩みに

対して、４つの大切なポイント：①「長時間利用の中身に着目」、②「オンラインゲ

ームで起きているトラブルとは」、③「SNSで誹謗中傷、いじめ」、④「写真・動画

の安易な投稿が危険を招く」についての解説、フィルタリングの活用や家庭でのル

ール作りなどをリーフレットで紹介しています。 

 

 学校としましても、とても大切な取組だと考えています。該当するリーフレット

を載せておきますので、是非一読いただき、学校と連携して被害加害にならないよ

うな未然防止活動をしていきましょう。 

 



我が家のル…ル

子供の主張、保護者の意見を出し合おう

新 しく自分のスマホ、自分のゲーム機、自分のタブレッ ト

を持つときが、ルール作 りのベス トのタイミングです。

ボイン トは、親子双方が自分の意見をしっかり出し合 うこ

とですcお 互いが主張 し合い、少 しずつ妥協 しあって決めた

ルールは長続きします。逆に一方的に保護者が勝手に決めた

り、子供のいいなりになったりすると、長続きしません。お互

いが納得 し、双方が尊重できるルール作 りをすることが重要

です。
ルールが守れなかったり、子供が成長 したり、生活習慣が

変わったりするタイミングで、ルールの見直 しをすることも

大切です。

他律から自律へ

ルールを決める一方で大切なのが、自然体験や身体を使っ
て得る実体験、人とのリアルなコミュニケーションです。
様々な経験を積むことがインターネットの中で困ったり迷っ
たりしたときの、適正な判断力につながります。
乳幼児のネットルールは保護者が決める「他律」ですが、小

学生、中学生、高校生と年齢が上がるにつれて少しずつ自分
でルールを考えることができるようになっていき、大学生や

社会人になると「自律」し、自分で管理します。
わたしたち大人は、子供たちが少しずつ自律していけるよ

うに手を貸してあげましよう。
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参考リンク

子どもとネットのトリセツ
制作 :一般社団法人安心ネットづくり

促進協議会

政府広報オンライン

SNSの誹諭中傷 あなたが奪うもの、

失うもの #NoHeartNoSNS

スマ本のある時代の子育てを
考える(お役立ち情孝農)

制作 :NPO法 人e‐ Lunch

情報セキュリティ書発映像

「はじめまして、ペアコです。
～親と子のスマ本の締索～」
制作:(独 )情報処理推進機構(IPA)

スマートフォン用無料アウリ

Nintendoみ ま も りSwitch
命」作 :任天堂株式会社
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学習面での活用が一気に増えてきたインターネットやスマートフォン。

コミュニケーシ当ンや息抜き等、生活をサポエ トする道具だからこそt

トラブルを避けて上手に使いこなすスキルを身につけてほしいものです。
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いざというときの相談憲口。参考リンク 蘊津報

輔
■9110は、発信地を省略する警察
本部等の総合窓日に接続されます。
生活の安全に関わる悩みごと、困り
ごとなど、緊急ではない相談の窓回

です。

子どもの人祐全般に関する相談窓
口です。全l三¬共通 通話料無料 (受 付
時間 :平 日8時30分～17時15分 )

0120-007-110

相談憲口

孝9110
警察相談専用電言舌

電88
消費者庁
消費者ホットライン

商品やサービスなど消費生活全般
にF大司する苦情や問合せなどに対し、
専門の消貨生活相談員などが組談
を受け付ける窓国です。

違法。有害情報

相談センター

相談者自身で行う削除依頼の方法等
を、インターネットに関する技術や
」ヽ度等の専門知識 経験を有する相

談員が迅速にアドバイスします。
https://w、_ihahojp/

子どもの人権110番
(法務局i地方法務局)

インターネット
人権相談

電話では相談しにくいときにはイン

ターネツトでも4目 談を受け付けてい

ます。

https:〃 www・ jinken.gojp/

① sNSで誹謗中暢とめ?

ゲームの中でつながる

仲間との関係。

だからこそトラブルや

ぢE罪に巻き込まれることも!

自画撮り写真の
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インターネットのど:き 込みにより、

ヨl謗 中傷などの被宮にあわれた場
合における相談窓日の案内図です。
ご自身の希望に添つた相談窓口に
お問い合わせください。

今日の

籠競菓いよ !
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E田9時間の長事だけではなく中身に着日 四 SNS等でのいじめや訂F謗中傷、
どう対処すべき? ∧ 異

伺にどの霊らいつかつても亀るのかを、一緒に確認しましょう
相談しやすい親子関係をつくり、話はじつくり聞いてあtずる

学習での活用も増え、子供のインターネット

利用時間はよリー層長くなっています。「いつま

でやってるの 1?」 と頭ごなしに叱らず、子供が

どんな使い方をしているのか、内容と時間を把

握することが大切です。

どのカテゴリにこれくらい使ったかを確認す
るにはスクリーンタイム(iPhone)ゃ デジタル
ウェルビーイング(Android)が便利ですじ

利用時間や就寝時間を設定すれば、無意識の

使い過ぎも防 ぐことができますので、上手に活

用 しましょうっ

スマホtこ入つてしヽるツールを1費 つて

凰き闘箇理することもおすすめです 子供が一人で悩みを抱えないためにも、普段
から「困ったらイ可でも相言炎にのるよ」と声かけを
しましょうっそうすると子供は相談 しやすくな
りますG

相談されたときには、子供の話をじっくり聞
ぃてあげてください。保護者が大騒ぎしてしま
うと、相骨炎しにくくなってしまうこともありま
す。じっくり聞いたうえで「どうしたい ?」 と聞
ぃてあげましょう。

面白がって撮ったり、友人・知人の情報が含ま

れるものを投稿することで、不快感や トラフル

を生むこともあります。どんな投稿が トラフル

原因になるか親子で考えてみましょう。

写真や動画の投稿サービスやアプリの多 く|よ

中学生以上が対象。年齢に満たない子供の投稿

は、保護者のアカウン トで一緒に行 うようにし

てください。

フィルタリングの活用

あんしんフィルターやiフ イルター等によつて、有

害・不適切なサイトヘのアクセスやアプリの利用を

需」限します。お子様の成長に合わせてカンタンに設

定でき、カスタマイズもできます。

誹謗中傷等のやり取 りはkス クリーンショッ
トなどで保存 し、いつ何が起 こったのかを明確
に記録 してお くと対応が しやすいですc必要に

応 じて専門家にア ドバイスを求めましょう。

(相 談サイ トは裏面に掲載)

気軽な投稿が、他人を傷つけるおそれがある
こと、インターネットにあげた言葉や写真等は、

後から取消 しができないことも、子供に伝えま

しょう。

裸の写真は特に!!

撮つたり、持つたり、送つたりは、すべて還法行為。

どんなに仲が良くて親 しい間柄でも、どんなにお願いさ

れたとしても、18歳未満の子供の裸は、

「撮っちゃダメ!J

「男の子も女の子もダメ!」

「持つているだけでもダメ!」

「送つちゃダメ!J

「転送もリツイートもダメ!J

メ !
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EttJ動画や写亭は危険がいうぱい

動画や写真の投稿で注意すること

罐鰯謗ゲエムプレイは“個"から“グループ"ヘ

絲議懇憩即簿 1懲T滅ギ鯵撤篭簸翰9諄繭織鶯、静端導朝鷺攣韓

一人で、リアルな友連と、ネット上のグルーブ

で協力しながら。ゲームは多様な遊び方があり
ます。

高額課金やID乗 っ取 り等の トラフルだけでは

なく、誘 う・誘わない、アイテムをもらった。もら

わないでもめたり、一人抜 けできず長 R寺 間プレ

イになったりといったことも生 じています。ま

た、プレイ中のチャッ トや音声でのやり取 りか

ら、個人情報が流出したり、誘い出 しのきっかけ

になってしまうこともあります。

保護者は、子供がどんなゲームをしているか

知ってお くとともに、対象年齢に達 しているか

を確認 したり、スマホやゲーム機のペアレンタ

ルコン トロール機能 を活用 したりして、子供の

安全利用を見守りましょう。

韓齢煙捻 1伊 ――耕ィ激げ 1越 鰍 ?

おもちゃの対象年齢と同様に、ゲームのソフトやアプリ

にも「C歳以上」という対象年齢の区分があり、マークで

示されています。ソフトのパッケージやアプリの入子画l面

で必ず確認しましよう。

【ゲームソフトの年齢区分(例 )】

【スマホアプリの年齢区分(例 )'
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|フ ィルター□ なお、有害・不適切なサイトヘのアイフセス制限は、

スクリーンタイム (IPhone)ゃ ファミリーリンてフ

(Android)の コンテンツ利用の制限でも設定可能
です。

※フイルタリングの他にも、保の写真等と考えられる不適切な画l家をAlで検知し、撮影できなくする機能や

SNSへの投稿内容によつて、保護者にアラート通矢日する機能等もあります。
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これらのツールを′舌用するための大切な
ポイントは、設足変更の際に1,必ず相談
するよう促すこと。
親子で一緒に「利用8憲間のコントロール」
をやってみませたか
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